
公 示 

 

査証審査にかかわる業務以外の作業業務（申請受理、審査進捗状況照会応

答、審査完了後のパスポート返却業務など）の代理機関の選定に関する企

画競争の実施 

 

１．企画競争する者の氏名並びにその対応する部局の名称及び所在地 

在インド大使館  

次席公使（契約担当官） 菊田 豊 

50-G, Shantipath, Chanakyapuri ,  New Delhi,  110021 
 

２．企画競争する事項 

調達件名：査証審査にかかわる業務以外の作業業務（申請受理、審査進捗

状況照会応答、審査完了後のパスポート返却業務など）の代理機関の選定

に関する企画競争の実施 

 (注)詳細については、説明会の際に配布される書類を参照。 

  

３．説明会の開催 

本公示に基づき企画書提出に関心を有する者に対して説明会を開催

する。 

説明会に参加を希望する者は、平成２８年１月２８日（木）正午まで

に下記７．の問い合わせ先に、原則メール (jpemb.combidding@nd.mofa.jp) 
にて連絡するものとする。 

（１）開催日時：平成２８年１月２９日（金）午後２時３０分 

（２）開催場所：在インド大使館 多目的ホール（広報文化センター） 

 

４．企画書提出期限 

（１）提出期限：平成２８年２月１７日（水）午後１時までに持参又は郵

送する(郵送の場合は書留等により期限内に到着するよう送付し、

到着を確認する。)。 

（２）提出場所：在日本大使館 領事部（担当：松前、法月） 

        住所は１．と同じ 

        電話：（０１１）－４６１０－４６１０ 

 

 

５．参加資格 

mailto:jpemb.combidding@nd.mofa.jp


（１）予算決算及び会計令（以下、「予決令」という。）第７０条の規定に

該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で

あって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別

の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）外務省及び他の省庁等から指名停止の措置を受けている期間中でな

いこと。 

 

６．その他 

（１）上記４．の提出期限までに適正な全ての書類の提出が無かった団

体・個人は、本件委嘱先に選定される資格を失うものとする。 

（２）企画書等提出に伴う一切の費用は提出者が負担する。また、提出の

あった企画書等は採否にかかわらず返却しない。 

 

７．問い合わせ先 

在インド大使館（担当：松前、法月）  
50-G, Shantipath, Chanakyapuri ,  New Delhi,  110021 
電話：（０１１）－４６１０－４６１０  
メール： jpemb.combidding@nd.mofa.jp 

 

以上公示する。 

平成２８年１月１５日  

mailto:jpemb.combidding@nd.mofa.jp

